
消費者政策会議について 

１．概要 

 消費者政策会議は、消費者基本法（昭和４３年法律第７８号）

第２７条及び２８条に基づき設置され、 

① 消費者基本計画の案の作成

② 消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関する

審議

③ 消費者政策の推進、実施の状況の検証・評価・監視

に関する事務をつかさどる。 

２．組織 

消費者政策会議は、会長及び委員をもって組織される。 

会長：内閣総理大臣 

委員：内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当) 

内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府特命担

当大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 
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消費者政策会議 構成員

会長  内閣総理大臣 

委員 内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全） 

内閣官房長官 

総務大臣 

法務大臣 

外務大臣 

財務大臣 

文部科学大臣 

厚生労働大臣 

農林水産大臣      

経済産業大臣      

国土交通大臣 

環境大臣  

防衛大臣 

復興大臣 

国家公安委員会委員長 

公正取引委員会委員長 

内閣府特命担当大臣 

内閣総理大臣

が指定する者



参照条文 

【消費者基本法（昭和４３年法律第７８号、平成２４年法律６０号改正）（抄）】 

（消費者政策会議） 

第二十七条 内閣府に、消費者政策会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 消費者基本計画の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企

画に関して審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその

実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。  

３ 会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければなら

ない。  

一 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。  

二 前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまと

めを行おうとするとき。  

第二十八条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。  

３ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。  

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十一条の二の規定によ

り置かれた特命担当大臣  

二 内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規

定する特命担当大臣（前号の特命担当大臣を除く。）のうちから、内閣総

理大臣が指定する者  

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政

令で定める。 
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画
の

変
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び

消
費

者
基
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計
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月

消
費
者
庁
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消
費
者
基
本
計
画
及
び
消
費
者
基
本
計
画
工
程
表
に
つ
い
て

■
消
費
者
基
本
計
画

■
令
和
３
年
度
の
対
応

○
コ

ロ
ナ

禍
に

お
け

る
「

新
し

い
生

活
様

式
」

の
実

践
に

伴
い

、
消

費
生

活
の

デ
ジ

タ
ル

化
が

加
速

す
る

な
ど

、
消

費
者

を
取

り
巻

く
環

境
が

こ
の

１
年

で
大

き
く

変
化

。

○
こ

れ
に

的
確

に
対

応
し

て
消

費
者

政
策

を
推

進
す

る
た

め
、

「
新

し
い

生
活

様
式

」
の

実
践

に
関

す
る

記
述

を
追

加
す

べ
く

、
消

費
者

基
本

計
画

を
変

更
す

る
と

と
も

に
、

工
程

表
に

つ

い
て

必
要

な
見

直
し

を
実

施
。

１

○
消

費
者

基
本

計
画

は
、

消
費

者
基

本
法

第
9

条
に

基
づ

き
、

消
費

者
政

策
の

計
画

的
な

推
進

を

図
る

た
め

に
定

め
ら

れ
る

消
費

者
政

策
の

推
進

に
関

す
る

基
本

的
な

計
画

（
5

か
年

計
画

）
。

長
期

的
に

講
ず

べ
き

消
費

者
政

策
の

大
綱

等
に

つ
い

て
定

め
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。

○
令

和
２

年
度

～
令

和
６

年
度

の
5

か
年

を
計

画
期

間
と

す
る

第
４

期
消

費
者

基
本

計
画

を

令
和

２
年

３
月

3
1

日
閣

議
決

定
。

消
費
者
基
本
法

第
９
条

政
府
は
、
消
費
者
政
策
の
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
消
費
者
政
策

の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
消
費
者
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
消
費
者
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
長
期
的
に
講
ず
べ
き
消
費
者
政
策
の
大
綱

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
者
政
策
の
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た

め
に
必
要
な
事
項

３
内
閣
総
理
大
臣
は
、
消
費
者
基
本
計
画
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
消
費
者
基
本
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
前
二
項
の
規
定
は
、
消
費
者
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

注
：
工
程
表
は
毎
年
度
見
直
し
（
消
費
者
政
策
会
議
決
定
）
。



消
費
者
基
本
計
画
の
変
更
手
続
き
等

基
本
計
画
変
更
素
案
の
作
成

〈
基
本
計
画
変
更
に
係
る
手
続
フ
ロ
ー
〉

消
費
者
政
策
会
議
※
で

基
本
計
画
の
変
更
案
を
決
定

閣
議
決
定

各
施
策
の
実
施

〈
第
４
期
基
本
計
画
の
変
更
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
〉

令
和
３
年
６
月
1
5日

（
持
ち
回
り
）
（
予
定
）

令
和
３
年
６
月
1
5日

（
予
定
）

令
和
６
年
度
ま
で

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

消
費
者
委
員
会
で
の
意
見
聴
取

令
和
３
年
３
月
31
日
～
４
月
2
9日

令
和
３
年
６
月
10
日

※
消
費
者
政
策
会
議

消
費
者
基
本
法
第
２
７
条
及
び
２
８
条
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
、

①
消
費
者
基
本
計
画
の
案
の
作
成

②
消
費
者
政
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
企
画
に
関
す
る
審
議

③
消
費
者
政
策
の
推
進
、
実
施
の
状
況
の
検
証
・
評
価
・
監
視

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

【
組
織
】
会
長
：
内
閣
総
理
大
臣

委
員
：
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
(消
費
者
及
び
食
品
安
全
担
当
)

内
閣
官
房
長
官

関
係
行
政
機
関
の
長
及
び
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
の
う
ち
か
ら
、

内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者

２



Ⅰ
消
費
者
基
本
計
画
（
変
更
）素
案
の
構
成

赤
字
：
主
な
変
更
箇
所

【
第
１
章

消
費
者
基
本
計
画
に
つ
い
て
】

【
第
２
章

消
費
者
政
策
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
】

１
．

ぜ
い

弱
な

消
費

者
の

増
加

な
ど

消
費

者
の

多
様

化
○
高
齢
化
の
進
行
等

○
成
年
年
齢
の
引
下
げ

○
世
帯
の
単
身
化
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
等

○
訪
日
外
国
人
・
在
留
外
国
人
に
よ
る
消
費
増
加

２
．

社
会

情
勢

の
変

化
○

コ
ロ

ナ
禍

に
お

け
る

「
新

し
い

生
活

様
式

」
の

実
践

○
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
・
電
子
商
取
引
の
拡
大

○
自
然
災
害
の
激
甚
化
・
多
発
化

○
持
続
可
能
で
多
様
性
と
包
摂
性
の
あ
る
社
会
へ
の
関
心
の
高
ま
り

【
第
３
章

政
策
の
基
本
方
針
】

２
．

今
期

計
画

に
お

け
る

消
費

者
政

策
の

基
本

的
方

向

(1
)消

費
者

被
害

の
防

止

(2
)消

費
者

の
自

立
と

事
業

者
の

自
主

的
取

組
の

加
速

１
．

消
費

者
政

策
に

お
い

て
目

指
す

べ
き

社
会

の
姿

等

(3
)協

働
に

よ
る

豊
か

な
社

会
の

実
現

(4
)デ

ジ
タ

ル
化

・
国

際
化

に
伴

う
新

し
い

課
題

へ
の

対
応

(5
)「

新
し

い
生

活
様

式
」

の
実

践
や

災
害

時
へ

の
対

応

情
報

【
第
4
章

政
策
推
進
の
た
め
の
行
政
基
盤
の
整
備
】

人
材

財
政

法
令

等

【
第
5
章

重
点
的
な
施
策
の
推
進
】

１
．

消
費

者
被

害
の

防
止

２
．

消
費

者
に

よ
る

公
正

か
つ

持
続

可
能

な
社

会
へ

の
参

画
等

を
通

じ
た

経
済

・
社

会
構

造
の

変
革

促
進

３
．

「
新

し
い

生
活

様
式

」
の

実
践

そ
の

他
多

様
な

課
題

へ
の

機
動

的
・

集
中

的
な

対
応

４
．

消
費

者
教

育
の

推
進

及
び

消
費

者
へ

の
情

報
提

供
の

実
施

５
．

消
費

者
行

政
を

推
進

す
る

た
め

の
体

制
整

備

等

〈
消
費
者
基
本
計
画
（
変
更
）
素
案
の
構
成
〉

３



①
令
和
２
年
１
月
以
降
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
が
拡
大

一
部
の
生
活
関
連
物
資
が
一
時
的
な
品
薄
と
な
る
中
、
高
額

転
売
が
見
ら
れ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
予
防
効
果

を
標
ぼ
う
す
る
表
示
の
蔓
延
、
不
確
か
な
情
報
の
拡
散
や
こ

れ
を
受
け
た
物
資
の
買
い
だ
め
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
便
乗
し
た
悪
質
商
法
や
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
。

Ⅰ
消
費
者
基
本
計
画
（変
更
）素
案
に
お
け
る
「新
し
い
生
活
様
式
」
の
実
践
関
連
の
主
な
変
更
箇
所

③
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
「
巣
ご
も
り
消
費
」
の
増
加
等
を
背
景

と
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
や
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
し
た

テ
レ
ワ
ー
ク
等
が
浸
透
す
る
中
で
、
消
費
者
の
間
で
「
新
し
い

生
活
様
式
」
に
基
づ
い
た
消
費
行
動
が
不
可
逆
的
に
拡
大
。

①
消
費
者
被
害
の
防
止
の
徹
底
や
消
費
者
の
冷
静
な
対
応
等
を
推
進
す
る
た
め
、

生
活
関
連
物
資
の
需
給
状
況
も
注
視
し
、
悪
質
商
法
に
厳
正
に

対
応
す
る
と
と
も
に
、
正
確
な
情
報
発
信
や
消
費
者
へ
の
普
及
啓

発
等
を
推
進
す
る
。

大
規
模
災
害
の
発
生
等
の
状
況
下
に
お
い
て
も
同
様
に
、
被
害
の
発
生
状
況
や
消
費
行
動
の
実
態

等
を
踏
ま
え
、
必
要
な
対
応
を
進
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
を
予
防
す
る
た
め
、
基
本
的
な

感
染
対
策
の
徹
底
に
加
え
て
、

買
物
や
外
食
等
の
日
常
の
消
費
行
動
に
お
い
て
消
費
者

及
び
事
業
者
共
に
「
新
し
い
生
活
様
式
」
へ
の
対
応
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

②
「新
し
い
生
活
様
式
」へ
の
対
応
に
当
た
り
、
買
物
や
外
食
等
の
日
常
の
消
費
行
動
や
事
業
活
動
に
お

い
て
感
染
拡
大
を
予
防
し
つ
つ
取
り
組
む
と
い
っ
た
従
来
と
は
異
な
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、

消
費
者
と
事
業
者
が
協
力
し
た
持
続
可
能
な
社
会
に
配
慮
し
た
適

切
な
消
費
行
動
等
の
浸
透
を
図
る
た
め
、
消
費
者
に
向
け
た
情

報
発
信
や
消
費
者
教
育
等
に
取
り
組
む
。

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
を
予
防
す
る
「
新
し
い
生
活
様
式
」
の
実
践
の
中
で
、

「巣
ご
も
り
消
費
」の
増
加
等
を
背
景
と
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
や
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
デ
ジ
タ
ル
技
術

を
利
用
し
た
消
費
行
動
の
不
可
逆
的
な
拡
大
を
踏
ま
え
、

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
や
リ
ス
ク
の
理
解
促
進
及
び
デ
ジ
タ
ル
技
術

を
活
用
し
た
情
報
発
信
等
に
重
点
を
置
い
た
消
費
者
教
育
を
始
め
、
デ
ジ
タ

ル
技
術
を
活
用
し
た
消
費
者
の
主
体
的
か
つ
合
理
的
選
択
の
機
会
の
拡

大
と
消
費
者
利
益
の
擁
護
・増
進
を
両
立
す
る
た
め
の
取
組
を
進
め
る
。

第
２
章

消
費
者
政
策
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題

第
５
章

重
点
的
な
施
策
の
推
進

４

２
．
社
会
情
勢
の
変
化

（
１
）
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
「新
し
い
生
活
様
式
」の
実
践

３
．
「新
し
い
生
活
様
式
」の
実
践
そ
の
他
多
様
な
課
題
へ
の
機
動
的
・集
中
的
な
対
応

（
１
）
「新
し
い
生
活
様
式
」の
実
践
や
災
害
時
に
係
る
消
費
者
問
題
へ
の
対
応

※
「第
３
章
政
策
の
基
本
方
針
」
の
「２
．
今
期
消
費
者
基
本
計
画
に
お
け
る
消
費
者
政
策
の
基
本
的
方
向
」
に
も
上
記
と
同
様
に
「
（５
）「
新
し
い
生
活
様
式
」の
実
践
や

災
害
時
へ
の
対
応
」を
位
置
付
け
。



〈
消
費
者
基
本
計
画
工
程
表
（
改
定
）
案
の
構
成
〉

Ⅰ
消

費
者

被
害

の
防

止
Ⅱ

 消
費

者
に

よ
る

公
正

か
つ

持
続

可
能

な
社

会
へ

の
参

画
等

を
通

じ
た

経
済

・
社

会
構

造
の

変
革

の
促

進

Ⅲ
 「

新
し

い
生

活
様

式
」

の
実

践
そ

の
他

多
様

な
課

題
へ

の
機

動
的

・
集

中
的

な
対

応

Ⅳ
 消

費
者

教
育

の
推

進
及

び
消

費
者

へ
の

情
報

提
供

の
実

施

Ⅴ
 消

費
者

行
政

を
推

進
す

る
た

め
の

体
制

整
備

(1
)消

費
者

の
安

全
の

確
保

(2
)取

引
及

び
表

示
の

適
正

化
並

び
に

消
費

者
の

自
主

的
か

つ
合

理
的

な
選

択
の

機
会

の
確

保

(3
)ぜ

い
弱

性
等

を
抱

え
る

消
費

者
を

支
援

す
る

関
係

府
省

庁
等

の
連

携
施

策
の

推
進

(4
)消

費
者

の
苦

情
処

理
、

紛
争

解
決

の
た

め
の

枠
組

み
の

整
備

(1
)食

品
ロ

ス
の

削
減

等
に

資
す

る
消

費
者

と
事

業
者

と
の

連
携

・
協

働

(2
)環

境
の

保
全

に
資

す
る

消
費

者
と

事
業

者
と

の
連

携
・

協
働

(3
)そ

の
他

の
持

続
可

能
な

社
会

の
形

成
に

資
す

る
消

費
者

と
事

業
者

と
の

連
携

・
協

働

(4
)事

業
活

動
に

お
け

る
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
向

上
に

向
け

て
の

自
主

的
な

取
組

の
推

進

(1
)「

新
し

い
生

活
様

式
」

の
実

践
や

災
害

時
に

係
る

消
費

者
問

題
へ

の
対

応

(2
)デ

ジ
タ

ル
社

会
で

の
消

費
者

利
益

の
擁

護
・

増
進

の
両

立

(3
)消

費
生

活
の

国
際

化
の

進
展

へ
の

対
応

(1
)消

費
者

教
育

の
推

進

(2
)消

費
者

政
策

に
関

す
る

啓
発

活
動

の
推

進

(1
)消

費
者

の
意

見
の

反
映

と
消

費
者

政
策

の
透

明
性

の
確

保

(2
)国

等
に

お
け

る
体

制
整

備

(3
)地

方
に

お
け

る
体

制
整

備

・
消
費
者
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
度
ま
で
の
関
係
府
省
庁
等
が
講
ず
べ
き
具
体
的
施
策
に
つ
い
て
の
取
組
予
定
を
「
工
程
表
」
と
し

て
定
め

（
同
年
７
月
７
日
消
費
者
政
策
会
議
決
定
）
、
消
費
者
政
策
を
検
証
可
能
な
形
で
体
系
的
・
包
括
的
に
推
進
。

・
全
て
の
施
策
に
つ
い
て
、
令
和
２
年
度
実
績
及
び
KP
I（

重
要
業
績
評
価
指
標
）
の
最
新
値
を
追
加
し
、
今
後
の
取
組
予
定
を
時
点
更
新
。

・
消
費
者
基
本
計
画
の
変
更
に
合
わ
せ
て
構
成
を
組
み
直
し
（
Ⅲ
章
）
。

５

Ⅱ
消
費
者
基
本
計
画
工
程
表
（改
定
）案
の
構
成

：
主
な
改
定
箇
所

Ⅲ
 消

費
生

活
に

関
連

す
る

多
様

な
課

題
へ

の
機

動
的

・
集

中
的

な
対

応

(1
)デ

ジ
タ

ル
・

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

そ
の

他
デ

ジ
タ

ル
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

と
消

費
者

利
益

の
保

護
・

増
進

の
両

立

(2
)消

費
生

活
の

国
際

化
の

進
展

へ
の

対
応

(3
)新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
拡

大
・

災
害

な
ど

緊
急

時
対

応

＜
現
在
の
消
費
者
基
本
計
画
工
程
表
の
第
Ⅲ
章
＞



６

消
費
者
基
本
計
画
工
程
表
（
改
定
）
案
に
お
け
る
主
な
改
定
ポ
イ
ン
ト

■
「

新
し

い
生

活
様

式
」

の
実

践
へ

の
対

応

■
デ

ジ
タ

ル
社

会
に

お
け

る
消

費
者

保
護

■
成

年
年

齢
引

下
げ

を
見

据
え

た
若

年
者

の
消

費
者

被
害

防
止

・
「
成
年
年
齢
引
下
げ
に
伴
う
消
費
者
教
育
全
力
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

・
若
年
者
の
消
費
者
被
害
防
止
対
策
の
推
進

■
食

品
ロ

ス
削

減
の

推
進

等
消

費
者

・
事

業
者

の
協

働
の

推
進

・
食
品
ロ
ス
削
減
に
向
け
た
制
度
的
見
直
し
を
伴
う
課
題
へ
の
取
組

・
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
貢
献
す
る
消
費
者
志
向
経
営
の
推
進

■
消

費
者

被
害

の
防

止
強

化
・

救
済

手
段

の
充

実

・
国
・
地
方
に
お
け
る
消
費
者
行
政
の
体
制
強
化

・
消
費
者
事
故
の
情
報
集
約
、
原
因
究
明
調
査
と
再
発
防
止
の
強
化

・
消
費
者
契
約
法
に
よ
る
消
費
者
被
害
の
救
済
・
防
止
の
強
化
（
消
費
者
契
約
法
改
正
に
向
け
た
検
討
）

・
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
に
よ
る
消
費
者
被
害
の
救
済
手
段
の
充
実
（
消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
等
の
多
角
的
な
観
点
か
ら
の
検
討
）

・
「
新
し
い
生
活
様
式
」
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
応
し
た
消
費
者
教
育
・
普
及
啓
発
の
推
進

・
詐
欺
的
な
定
期
購
入
商
法
へ
の
制
度
的
対
応
な
ど
巣
ご
も
り
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止

・
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
不
当
表
示
・
悪
質
商
法
等
へ
の
対
応

・
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
取
引
に
お
け
る
消
費
者
利
益
の
保
護

・
消
費
生
活
相
談
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
（
S
N
S
や
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
の
活
用
、
P
IO
-N
E
T
の
デ
ジ
タ
ル
改
革
等
）

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
に
お
け
る
食
品
に
関
す
る
情
報
提
供
へ
の
対
応
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
実
態
調
査
・
対
応
検
討


